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１ 改正の概要

国籍法第３条第１項が，出生後日本国民である父に認知された子は，父母

が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとし

ているのは，憲法第１４条に違反するとの最高裁判所判決（平成２０年６月

４日）があったことにかんがみ，父母が婚姻していない子にも届出による日

本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。

（参考）国籍法

第３条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満

のもの（日本国民であつた者を除く。）は、認知をした父又は母が子の出生

の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民である

とき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出るこ

とによつて、日本の国籍を取得することができる。

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

２ 改正法案の骨子

（１）第３条第１項

父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。

（２）罰則の新設

虚偽の届出について罰則を新設する。

（３）経過規定

必要な経過規定を設ける。

（４）施行期日

公布の日から２０日を経過した日とする。

３ 今後のスケジュール

次期臨時国会に法案提出予定


